
公衆浴場向け燃料費高騰緊急対策事業補助要綱 

 

令和４年１０月２７日 

４ 生 消 生 第 ３ ４ ４ 号 

令 和 ５ 年 ６ 月 ３ ０ 日 

一部改訂 ５ 生 消 生 第 １ ６ １ 号 

 

（趣旨） 

第１ この要綱は、公衆浴場向け燃料費高騰緊急対策事業補助金の交付に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

 

 (目的) 

第２ この要綱は、昨今の原油価格高騰等を踏まえ、都内の公衆浴場の営業に必要な 

燃料に係る経費の一部を補助することにより、公衆浴場の経営の安定を図り、都民

の入浴機会の確保に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第３ この要綱において「公衆浴場」とは、公衆浴場法（昭和２３年法律第１３９

号。以下「法」という。）第１条第１項に規定する公衆浴場であって、公衆浴場の

設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例（昭和３９年東京都条例第１８

４号）第２条第１項に規定する普通公衆浴場又は法第２条第３項の規定に基づき特

別区若しくは保健所を設置する市が定める条例において規定する普通公衆浴場をい

う。 

２ この要綱において「経営者」とは、公衆浴場を現に経営している者をいう。 

 

（補助対象者） 

第４ 補助を受けることができる者は、公衆浴場の経営者であって次の事項に該当す

る者とする。 

（１） 申請日時点で公衆浴場を営業しており、申請年度の９月末（令和５年９月 30 日）

まで経営を継続する意思があること。 

（２） 事業税及び都民税を現に滞納していない者 

（３） 補助を受けようとする年度において、同一の期間及び公衆浴場を対象としてこ

の要綱による補助を受けていない者（知事が特に必要と認めた場合は除く。） 

２ 前の規定にかかわらず、暴力団員等（東京都暴力団排除条例（平成２３年東京都

条例第５４号。以下「暴排条例」という。）第２条第３号に規定する暴力団員及び

同条第４号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。）及び次に掲げる団体は、

この要綱に基づく助成金の交付の対象としない。 

（１） 暴力団（暴排条例第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 

（２） 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に

     暴力団員等に該当する者があるもの 

 



 

（補助対象経費） 

第５ 補助の対象となる経費は、補助対象者が経営する公衆浴場に係る都市ガス、重

油、廃油、薪その他の燃料に係る経費（以下「燃料費」という。）とする。なお、

燃料費には、薪燃料使用後の灰処分費用や燃料の運搬費を含む。 

 

（補助金の額） 

第６ 東京都が補助の対象とする補助金の額は、別表により算出して得られた額とし、

１公衆浴場につき１６２，０００円を上限として、予算の範囲内で補助する。 

２ 前の規定により算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨

てた額とする。 

  

（交付申請） 

第７ 補助を受けようとする者は、公衆浴場向け燃料費高騰緊急対策事業補助金交付

申請書兼経営継続期間誓約書（以下「交付申請書兼誓約書」という。）（別記第１

号様式）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

（１）申請月の直近前月に支払った燃料費の支払額が分かる領収書等の写し 

（２）申請月の直近前月における他自治体からの燃料費補助に相当する補助金の額が 

分かる書類の写し（額確定通知書等） 

（３）既存の浴場施設の営業許可書の写し（前年度にこの要綱に基づく申請を行った

者で当該申請時点から経営者の変更がない場合は、添付を省略することができ

る。） 

（４）前年度の事業税及び都民税の納税証明書 

（５）印鑑証明書 

（６）法人の場合は、法人税申告書（確定申告書別表一）及び決算書（決算報告書に

おける貸借対照表及び損益計算書）の写し（過去１か年の直近の決算期間） 

   個人の場合は、所得税確定申告書（確定申告書第一表）及び決算書（青色申告

の場合は所得税青色申告決算書（１面及び４面）、白色申告の場合は収支内訳

書（１面））の写し（過去１年間の直近の決算期間） 

（７）支払金口座振替依頼書 

（８）誓約書（別記第２号様式） 

（９）（１）から（８）までに掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

２ 補助金の交付申請書兼誓約書は、知事が別に定める期日までに提出しなければな

らない。 

  ただし、補助対象浴場施設に係る工事その他やむを得ない理由により、期限まで

に交付申請書兼誓約書及びその添付書類の提出が困難であると知事が特に認める場

合はこの限りではない。 

 

（交付決定） 

第８ 知事は、第７の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当

と認めた場合には交付額を決定し、補助金交付決定書（別記第３号様式）により、

また、交付しないことと決定したときは、通知書（別記第４号様式）により、それ

ぞれ通知する。 



 

２ 知事は、前の規定の場合において必要があると認めたときは、補助金の交付申請

に係る事項に修正を加え、又は条件を付して補助金の交付決定をすることができる。 

３ 知事が必要と認めた場合には、補助を受けようとする者が、第４ ２に規定する暴力

団員等であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する。 

 

（申請の撤回） 

第９ 交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、交付決定の内容又は

条件に異議のあるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して１４日以内に、

書面により申請の撤回をすることができる。 

 

（交付決定の取消し） 

第１０ 知事は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は

一部を取り消すことができる。 

 (１) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。 

 (２) 補助金を他の用途に使用したとき。 

 (３) 事業税及び都民税を滞納したとき。 

 (４) (１)から(３)までに定めるもののほか、交付決定の内容若しくは条件、法令

又は知事の指示に違反したとき。 

 (５) 交付決定者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他

の従業者若しくは構成員を含む。）が、暴力団員等に該当するに至ったとき。 

 (６) 交付決定者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他

の従業者若しくは構成員を含む。）が、公序良俗に反する等知事が補助の対象

として適当でないと認めるとき。 

２ 知事は、前の規定により交付決定を取り消したときは、交付決定取消通知書（別

記第５号様式）により通知する。 

３ １の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるもの

とする。 

 

（実績報告） 

第１１ 交付決定者は、当該交付の決定に係る補助対象公衆浴場の営業を行ったとき

は、速やかに、実績報告書（別記第６号様式）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前の規定による実績報告書を受けた場合において必要と認めるときは、

現地調査等を行うことができる。 

 

（補助金の額確定） 

第１２ 知事は、第１１ １の規定による実績の報告を受けた場合は、当該報告に係

る実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る成果

が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを審査

し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定書

（別記第７号様式）により、交付決定者に通知するとともに速やかに補助金を交付

する。 

 



 

（補助金の返還） 

第１３ 知事は、第１０の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、

当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定め

てその返還を命ずるものとする。 

２ 知事は、第１０ １（４）の規定により補助金の交付決定を取り消した場合にお 

いて、補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）が、第４ １（１） 

に規定する期間内に、補助事業に係る公衆浴場の営業を廃止又は休止したときは、

知事の指定する額の返還を命ずるものとする。ただし、知事が特に認める場合はこ

れを免除することができる。 

３ 前の規定に定める返還額は、別紙に掲げる算式によって算出して得られた額とす

る。 

 

（違約加算金及び延滞金） 

第１４ 知事が第１０の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した

場合において補助金の返還を命じたときは、補助事業者は、当該命令に係る補助金

の受領日から納付日までの日数に応じ、当該補助金の額につき、年１０．９５パー

セントの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなけ

ればならない。 

２ 知事が補助事業者に対し補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこれ

を納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は納期日の翌日から納付日まで

の日数に応じ、その未納額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金

（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

３ 知事は、１及び２の規定の場合において、第１０ １（４）の規定により補助金

の交付決定を取り消し、やむを得ない事情があると認めるときは、違約加算金又は

延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

４ １及び２の規定に定める年当たりの割合は、閏年を含む期間についても３６５日

当たりの割合とする。 

 

（補助事業者の届出事項） 

第１５ 補助事業者が、次のいずれかに該当するときは、速やかに知事に届け出なけ

ればならない。 

（１）第１０ １（３）に該当したとき。 

（２）住所又は氏名（法人の場合は、名称又は代表者氏名）の変更その他重要な変更

を生じたとき。 

（３）補助事業に係る公衆浴場の営業を廃止しようとするとき（別記第８号様式によ

る届出）。 

（４）補助事業に係る公衆浴場の営業を休業しようとするとき（別記第９号様式によ

る届出）。 

 

（帳簿及び関係書類の整理保管） 

第１６ 補助事業者は、補助事業に係る収入、支出を記載した帳簿その他の関係書類

を当該事業の属する会計年度終了後５年間整理保管しなければならない。 



 

 

（その他） 

第１７ この補助金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、東京都補助金

等交付規則（昭和３７年東京都規則第１４１号）の定めるところによる。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和４年１０月２７日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年６月３０日から施行する。 



 

別紙 

【返還額】 

返還額＝既に交付された補助金額－令和５年４月から令和５年９月までの間に廃業

又は休業した月数に応じて別表の補助金額算定方法により新たに算出された金額 

※１か月未満の休業は休業月数に含まない。 

 

別表 

【補助金額算定方法】 

〈補助金算出式〉 

①  （Ａ － Ｂ）＝ Ｃ  

②  Ｃ × １～３か月（令和５年４月から同年６月まで分）  ＝ Ｄ１（限度額

30,000 円／月） 

③  Ｃ × １～３か月（令和５年７月から同年９月まで分） ＝ Ｄ２（限度額

24,000 円／月） 

④  Ｄ１＋Ｄ２＝Ｅ（補助額）（限度額 162,000 円、千円未満切捨て） 

 

Ａ：燃料費の実支払額（申請月の直近の月における実績分） 

◆休業等により、申請月の直近前月における燃料費の支払実績がない場合は、 

令和４年１０月以降における申請月の直近前月より前の最も申請月に近い１か

月における燃料費実支払額でも可とする。 

 

Ｂ：他自治体からの燃料費補助に相当する補助金額（申請月の直近の月のもの） 

 ◆東京都への申請時点で補助額が確定しているものについて記載する。 

 ◆他自治体からの燃料費補助に相当する補助金の額が１月毎に定められていない

場合は、１か月分に相当する額を算出する（例：年額１０万円の場合は１月当

たり８，０００円【※千円未満は切捨て】）。 

  ◆燃料費補助の補助額の中に電気代も含まれる場合、その部分は除くことができ

る。ただし、補助額のうち、燃料費と電気代の内訳が分かる書類を添付するこ

と（例：交付決定通知書等）。 

  他自治体の補助制度の趣旨が運営費全般に係る補助の場合、燃料費補助とはみ

なさない。 

◆浴場組合支部等を通じて補助金が振り込まれている等、他自治体からの通知書

がない場合は、申請書下部の「３．その他特記事項」に「●月●日（振込元

名）から受領」と記載し、振込があったことが分かる書類を添付する。 

（例：預金通帳の写し） 

 

Ｃ：（Ａ － Ｂ）計算の基礎となる１か月当たりの金額 

 

Ｄ１：（Ｃ × １～３か月※）令和５年４月から同年６月までの補助額（限度額

30,000 円／月） 

 

Ｄ２：(Ｃ×１～３か月※)令和５年７月から同年９月までの補助額（限度額 24,000

円／月） 

 

Ｅ：（Ｄ１＋Ｄ２）東京都からの補助額（限度額 162,000 円、千円未満切捨て） 

※ 申請時点で令和５年４月から令和５年９月までの間に１か月以上休業すること

が予め確定している場合は、その休業月数を除いた月数を１か月当たりの補助額

に乗じる（１か月未満の休業は休業月数に含まない。）。  


